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仏・パリ市では住まいから徒歩 15 分以内で日常生活を完結することができる「15 分都市」の実現が推

進されており，こうした新たな生活圏の概念が世界的な注目を集めている．我が国においてもウォーカビ

リティの観点などからまちづくりにおける徒歩の重要性が再認識されており，徒歩移動を軸とした生活圏

に関する議論が今後期待される．そこで，本研究では居住地周辺での徒歩移動による生活活動実態を明ら

かにするため，大規模な交通行動調査データを用いて，移動目的・移動手段と移動時間の関係性を示すと

ともに，どのような地域の居住者が徒歩移動で生活を実現しているのかを把握した．その結果徒歩での生

活圏においては 15 分圏・30 分圏が重要な活動圏となっており，駅周辺の施設集積が充実した地域におい

て，徒歩移動による活動割合が高いことが示された． 
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1. はじめに 

 

2020 年 6 月 28 日，フランスでは統一地方選が行われ

アンヌ・イダルゴ氏がパリ市長として再選された．その

イダルゴ氏が選挙公約の目玉の一つとして挙げていたの

が「15-minute city：15分都市」だ 1)．これは自宅から徒歩

15 分程度で移動できる生活圏において買い物・仕事・

娯楽・教育・運動・医療などといった生活に必要不可欠

な施設にアクセスできるよう街を更新していく都市政策

であり，街中の交通渋滞や大気汚染を抑制することで，

人間中心の都市空間を再興する新たな都市モデルとして，

世界から大きな注目を集めている 2)．こうした「徒歩で

生活できるまち」を巡る動きは 2000 年代の米国・ポー

トランドにおける“20-minute neighbourhoods”を皮切りに，

豪州・メルボルンの“20-minute neighbourhoods”，カナ

ダ・オタワの“15 Minute Neighbourhood”などでも施策的

検討がなされてきたが，新型コロナウイルス感染症の世

界的な流行と，それに伴うロックダウン・移動制限によ

り，こうした徒歩で生活できるまちに関する議論は格段

に重要なものとなっている 3)． 

一方で，徒歩で生活できるまちに関する議論は，その

切り口を変えながらこれまでに幾度となく行われてきた．

都市計画史の中でも特に著名な例としては，1927年に社

会学者クランス・Ａ・ペリーが提唱した近隣住区論が挙

げられる．当時の米国では自動車の急速な普及が進んで

おり，ペリーは通過交通を抑えることで，徒歩でも安

心・安全に暮らせるコミュニティの再構築を目指してい

た．こうした「通過交通を抑制し，徒歩で生活できる住

区の構築を目指す」というアプローチは 1963 年に発表

されたブキャナンリポートにおいても引き継がれており，

モータリゼーション初期には徒歩で生活できるまちの意

義が，交通上の安全性という切り口から議論されていた

ことが分かる 4)． 

1980年代に入るとモータリゼーションの流れは一段と

加速し，自動車交通量の増大という交通上の問題だけで

なく，居住地の郊外化・大規模ショッピングセンターの

郊外進出・インナーシティの衰退といった都市問題へと

飛び火をしていった．そうした中で巻き起こったニュー
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アーバニズムは 1991 年に公表されたアワニー原則をは

じめとして，徒歩で生活できるまちの構築を都市の諸課

題の解決の糸口としていこうという運動でもあった 5)．

こうしたことから徒歩で生活できるまちづくりの意義は，

豊かなコミュニティの復権による諸都市課題の解決とい

った切り口で捉えられていたことが分かる． 

無論，モータリゼーションによる郊外化と中心市街地

の衰退といった現象は我が国でも生じてきた問題であり，

かねてより徒歩で生活できるまちづくりに関する検討が

行われてきた．1999年の経済新生対策では，本格的な少

子高齢化時代を見据え「歩いて暮らせるまちづくり」が

初めて明示された 6)．都市機能の集約化により身近な場

所で生活を充実させようというアプローチは，その後の

コンパクトシティ政策などにも結び付いており，現在で

は多くの自治体で歩いて暮らせるまちづくりを謳った都

市政策が数多く展開されている 7)． 

 

 

2. 本研究の位置づけ 

 

(1) 既存研究 

1.で見たように，徒歩で生活できるまちづくりの意義

はこれまで国内外で数多の議論がなされてきたが，昨今

の我が国における「徒歩で生活できるまち」の意義はウ

ォーカビリティの観点から議論されることも多い．ウォ

ーカビリティは徒歩による移動を誘発する都市・地区特

性を示す指標であり，「あるきやすさ」とも捉えること

ができる．徒歩移動は生活習慣病の予防や高齢者の老衰

を抑止する効果があるとされており，健康増進といった

切り口から徒歩で生活できるまちづくりの意義が再認識

されている． 

ウォーカビリティの向上には 3 つの D（population 

Density・land use Diversity・pedestrian-friendly Design）が重要

であるとされているが 8)，我が国におけるウォーカビリ

ティの政策的展開 9)においては街路・公園整備やまちな

かの景観保全といった“pedestrian-friendly Design”による

都市拠点の魅力向上に力点が置かれており，学術分野に

おいても都市拠点と交通行動に関する様々な議論がなさ

れてきた． 

例えば，下山ら 10)は都市拠点の階層性を判別する上で，

施設数と集中トリップ数との基礎的な関係性を分析して

いる．また，都市の拠点における交通行動実態に関して

は，安藤ら 11)が歩行者中心の都市空間創出と公共交通利

用の関係性を分析しているほか，亘ら 12)は交通拠点にお

ける来街者の活動量の分析を行っている． 

一方でウォーカビリティ評価に先進的に取り組んでき

た米国では環境保護庁(Environmental Protection Agency)から

全国ウォーカビリティ指標(National Walkability Index)がセ

ンサスブロック単位で公表されており 13)，住宅密度や土

地の多様性，目的施設へのアクセシビリティなどといっ

た要素を基に，都市拠点ではなく住区単位でのウォーカ

ビリティを捉える動きがみられる． 

学術分野においても Frank，L. D.， et al. 14)や

Sundquist，K.，et al.15)，Creatore，M. I.，et al.16)の研

究のように，居住地周辺の都市環境と身体活動量・

健康状態との関係性に関する研究が行われており，

近年では Pfeiffer, Deirdre, et al.17)がアリゾナ州・フェ

ニックスの 496 人を対象とした調査から，歩行性・

交通・公園といった居住地周辺環境と主観的生活満

足度との相互関係を明らかにしている．我が国にお

いても谷口ら 18)，難波ら 19)，松中ら 20)，柳原ら 21)な

どが，居住地周辺における都市環境と歩行量・身体

活動量の比較を行ってきた．近年は国内でも加登ら 22)

の研究のように都市機能へのアクセス性からウォーカビ

リティを指標化し都市の評価が試みられている．そもそ

も，ウォーカビリティという枠組みでなくとも都市機能

へのアクセシビリティに関する議論は国内でも盛んにお

こなわれており，その中には海道 23)らや鈴木ら 24)の研究

のように，居住地における徒歩アクセシビリティを評価

した研究も数多くなされてきた．しかしながら一方で居

住地から都市施設に「徒歩でアクセスできること」と実

際に住民がそこを「徒歩で利用すること」は全くの別の

問題である．こうしたことを踏まると，15 分都市のよ

うな徒歩移動を軸とした生活圏を実現していく上では，

居住地からみた生活圏における活動実態を把握すること

も重要であると考えられる． 

居住地周辺における活動実態を定量的に明らかにした

研究はいくつか見られ，例えば西野 25)は石川県加賀市を

対象に 323名へのアンケートを通じて高齢者の日常生活

圏を移動目的や移動手段の観点から把握しているほか，

福山ら 26)の研究では松山市を対象としたプローブパーソ

ン調査によって，松山市中心市街地のエリア特性を交通

行動の観点から分析している．高見ら 27)の研究では，歩

いて移動できるように計画がなされた多摩ニュータウン

が，実際には施設立地の変化などにより徒歩では不便な

街になっていることを鑑み，実際の徒歩移動のしやすさ

をアンケートで調査している．しかし，こうした研究は

分析対象地域が限定的であり，移動目的や移動手段によ

る生活圏の相違を捉えるには至っていない． 

 

(2) 研究目的・研究内容 

2.(1)で述べたように「徒歩で生活できるまち」の実現

においては，都市拠点のウォーカビリティ向上だけでな

く，居住地からみた生活圏における活動実態を把握する
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ことも重要である．そのため，まずは様々な特性の都市

を対象として移動目的・移動手段の観点から生活圏にお

ける活動実態を把握するとともに，その地域間比較を通

じて，どのような場所で徒歩移動による生活が実現して

いるのかという現状を捉える必要があると考えられる． 

そこで本研究では 15 分都市を念頭に，「徒歩で生活

できるまち」の実現に向けた参考情報を提示することを

目的として，居住地周辺の生活圏における活動実態を交

通行動データから分析するとともに，徒歩による私事活

動が行われている割合を地域間で比較する．生活圏の設

定に関しては，昨今の 15 分都市を始めとした徒歩で生

活できるまちに関する議論が，移動に要する時間（以下，

移動時間）に基づき議論されていることから，居住地か

らの移動時間に基づいて 15 分圏，30 分圏といった生活

圏を設定する．これまで，生活圏の議論は実際の空間的

距離に基づいて定義されることが多かったため，本稿に

おける生活圏の定義はそうした議論とは異なり，居住地

からの移動時間に基づいているため便宜的に TTB

（Travel-Time-Based）生活圏と呼称する．なお移動目的

や移動手段によって，活動を行う生活圏は異なると考え

られるが，そうした都市内の多様な交通行動を把握する

ために第 6回東京都市圏パーソントリップ調査 28)（以下，

東京 PT）を用いることとした． 5.においては移動目的

や移動手段によって，活動を行う TTB 生活圏が異なる

という想定の下，その実態把握を行い，6.においては東

京 PT において地区計画の最小単位として設定された小

ゾーンに着目し徒歩移動による活動割合の実態を地域間

で比較する． 

 

 

3. 使用するデータ 

 

 本稿では人々の交通行動実態を把握する上で，東京都

市圏交通計画協議会により平成 30 年度に実施された，

第6回東京都市圏パーソントリップ調査を用いる． 東京

PT は，交通の起点・終点や移動目的，移動手段，移動

時間などといった「人の動き」に関する交通実態調査で

あり，東京・神奈川・埼玉・千葉・茨城南部の約 3660

万人の中から無作為に選ばれた約 63 万世帯を対象にア

ンケートを行った，国内最大級のパーソントリップ調査

である．対象地域には東京都心から過疎地域まで多岐に

渡る特性の地域が含まれており，それらは夜間人口

15000 人程度を目安に「小ゾーン」として地域分けされ

ていることから，地域ごとの交通行動実態を比較するこ

とができる．また，集計された各トリップには移動目

的・移動手段といった詳細なトリップ情報が付与されて

いる．移動目的に関しても通勤・通学・買い物・私事・ 

表-1 東京PTに定められた移動目的区分 

 

 

業務などの区分で 19 種類の設問項目が設定されており，

移動手段に関しても複数の区分で調査されている．さら

には発着地のゾーンデータだけでなく移動時間も調査さ

れるなど，人々の交通行動実態を調査する上では質・量

ともに他を圧倒するデータとなっている．なお，本研究

ではトリップ数の集計時に拡大係数を用いて集計を行う． 

 

 

4. 本研究の特長 

  

既存研究と比べ本研究は以下のような特長を有する． 

1) 徒歩で生活できるまちづくりの実現に対し，中心

市街地等の都市拠点ではなく，居住地から見た生

活圏に着目してその活動実態を把握した新規性の

高い研究である． 

2) 従前の生活圏に関する実態研究に比べ，格段にサ

ンプル数の多い交通行動データを用いて定量的に

分析を行った信頼性の高い研究である． 

3) コロナ禍を契機に世界中で徒歩で生活できるまち

づくりに注目が集まる中で，実態面からその導入

における議論の材料を提示した，適時性のある研

究である． 

4) 本研究の次のステップとして，居住地から見た都

市施設へのアクセシビリティと実際の徒歩活動実

態を比較することで，居住地周辺におけるウォー

カビリティ施策を検討するなど，実践的な展開が

期待できる． 

 

 

 

 

 

目的区分 初目的・着目的区分 自宅発の目的種類区分

勤務先へ（出勤・帰社） 通勤先へ 勤務

通学先へ（登校・帰校） 通学先へ 通学

日用品の買物へ

日用品以外の買物へ

食事・社交へ

文化活動へ

通院・リハビリへ

デイサービスへ

他者の用事のつきそい

他者の送り迎え

塾・習い事・学習へ

散歩・ジョギング・運動へ

観光・行楽・レジャーへ

地域活動・ボランティアへ

その他の私用へ

打合せ・会議・商談へ

販売・配達・仕入・購入先へ

その他の業務へ

自宅へ（帰宅） 自宅へ

買い物へ

その他私事

業務 業務

私事
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5. 移動目的・手段によるTTB生活圏 

 

(1) 分析概要・分析手順 

5.では交通行動データに基づいて人々の活動実態を

TTB生活圏別に分析するが，移動目的や移動手段によっ

て，活動を行う生活圏が異なることが考えられるため，

まずは東京 PT 対象地域全域のデータを用いて，移動目

的・移動手段とTTB生活圏との関係性を比較する．TTB

生活圏に関しては移動時間に基づいて，5 分圏・10 分

圏・15分圏といった「X分圏」を 5分刻みで設定してい

る．5分圏であれば，移動時間を1分～5分で回答したト

リップを対象としており，10分圏であれば移動時間を 1

～10分で回答したトリップを対象としている． 

移動目的に関しては，19 種類ある移動目的の中から，

まずは表-1に示される，買物・その他私事といった自宅

発の私事トリップに分類される目的区分を対象として分

析を行う．移動手段に関しては，東京 PT における代表

交通手段の設問項目に基づいて徒歩・自転車・自動車・

バイク・バス・鉄道の 6区分とする．なお，自宅と目的

地の所用時間を算出する観点から，自宅発の移動所用時

間が付与されたトリップに着目して分析を行う． 

本研究においては，移動目的・移動手段と TTB 生活

圏の関係性を可変的に比較可能な「TTBトリップ累積比

率」という指標を提案する．TTBトリップ累積比率とは

X 分圏内におけるトリップが基準となる総トリップに占

める割合を示しており，その定義は表-2に示すとおりで

ある．例えば図-1に示すとおり，集計地域Rにおける買

い物目的のトリップに関して検討をすると，その TTB

トリップ累積比率は，「X 分圏内の買い物総トリップ」

を「地域Rにおける買い物総トリップ」で除した値とし

て算出され，地域Rにおいては買い物を 5分圏内で済ま

せる人が60%，15分圏内で済ませる人が80%であるとい

った，移動目的と生活圏の関係性を可変的に比較するこ

とができる． 

5.ではこの TTB トリップ累積比率を用いて，移動目

的・移動手段と TTB 生活圏の関係性を把握する．まず

は5.(2)において移動手段別・生活圏別のTTBトリップ 

表-2 各節におけるTTBトリップ累積比率算出法 

 
 

 
図-1 TTBトリップ累積比率概念図 

 

累積比率の推移を把握し，次に5.(3)では移動目的別・生

活圏別の TTB トリップ累積比率の推移を示す．そして

5.(4)では移動手段の中でも徒歩による移動に着目し，移

動目的別・生活圏別の TTB トリップ累積比率の推移を

把握する．5.(4)においては，移動手段が徒歩に限られる

ため，移動時間により設定された各生活圏は，空間的な

拡がりと同様にとらえることができる．なお，各節の

TTBトリップ累積比率の算出に当たっては，対象とする

生活圏内トリップと基準総トリップが逐次変化するため，

表-2において両トリップの集計基準を示している． 

 

(2) 移動手段によるTTB生活圏の活動実態 

5.(2)では移動手段により移動時間が変化することを想

定し，移動手段別・生活圏別のTTBトリップ累積比率 

 

TTBトリップ累積比率＝X分圏内トリップ／基準総トリップ×100

X分圏内トリップ
基準総トリップ

移動目的 移動手段

5.(2)における
集計対象トリップ

全私事を
統合して集計

移動手段別に
集計

移動手段別の
私事総トリップ数

5.(3)における
集計対象トリップ

私事別に
集計

全移動手段を
統合して集計

各私事別の
総トリップ数

5.(4)における
集計対象トリップ

私事別に
集計

移動手段を
徒歩のみで集計

各私事別の
総トリップ数

自宅発であり移動時間が付与されたトリップに着目

集計対象地域ーR

移動目的ー買い物

移動手段ー全て

自宅からの移動所用時間

T
T
B
ト
リ
ッ
プ
累
積
比
率

5min 10min 15min

60%

75%

80%

 

表-3 移動目的・移動手段による総トリップ数（拡大係数に基づき算出） 

 

その他の
私⽤へ デイサービスへ 観光・⾏楽・

レジャーへ
散歩・ジョギン
グ・運動へ

塾・習い事・
学習へ ⾷事・社交へ 他者の

送り迎え
他者の⽤事
のつきそい

地域活動・
ボランティアへ

通院・リハビリ
へ

⽇⽤品の
買物へ

⽇⽤品以外
の買物へ ⽂化活動へ

バイク 17445 698 3581 10906 3320 6639 1350 575 2609 11274 24861 6481 2405 92144
バス 57337 3217 16704 37481 41844 30339 13830 8844 11193 89728 85801 28684 20298 445300
⾃転⾞ 213561 2268 31515 199996 196830 59024 356064 42173 52910 148506 580024 72942 52080 2007893
⾃動⾞ 433908 135409 172179 264724 225762 195710 672298 167669 56082 401045 833608 184026 71950 3814370
鉄道 279983 3319 166329 66498 155913 210354 26683 35196 24609 185852 119581 103301 97497 1475115
徒歩 321083 8954 29658 647007 167989 171989 321623 50112 63403 270371 979044 112614 74314 3218161
その他 1258 7463 362 2216 615 273 142 177 125 4284 933 70 245 18163
不明 9048 8722 2045 25070 2114 4542 4106 1328 1470 14771 23416 3668 2063 102363
総計 1333623 170050 422373 1253898 794387 678870 1396096 306074 212401 1125831 2647268 511786 320852 11173509

移動⼿段

移動⽬的（私事トリップ）

総計
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図-2 移動手段によるTTBトリップ累積比率の変化 

 

図-3 移動目的によるTTBトリップ累積比率の変化 

 

の推移を算出する．表-2にも示す通り，TTBトリップ累

積比率を算出するにあたっては，X 分圏内トリップを移

動手段別・全私事のトリップで集計し，基準総トリップ

は移動手段別の総私事トリップ数とした．図-2において

は，TTBトリップ累積比率の推移を，徒歩・自転車・自

動車・バイク・バス・鉄道といった移動手段別に示して

いる．なお，これら移動手段別の総トリップ数は表-3に

示している．以下に考察を記載する． 

1) 移動手段別では，自転車・徒歩・バイク・自動車と

いった移動手段よりも，バスや鉄道の方が時間をか

けて移動することが，生活圏の広がりから示された．

表-3からは鉄道やバスが，観光・行楽・レジャーや

食事・社交，通院・リハビリといった長距離移動を

要する際の移動手段として用いられることが関係し

ていると考えられる． 

2) TTBトリップ累積比率の推移に着目すると自転車・

徒歩に比べれば，自動車・バイクはより時間を費や

す移動手段であるものの，大きな差は見られない．

モータリゼーションに伴う郊外化などをふまえると，

自動車は比較的遠方に移動するための移動手段とい

うイメージがあるが，個人が移動に費やす時間は概

ね似通っている． 

3) 個人が移動に費やす時間を定量的に検討すると，自

動車・自転車・自動車・バイクといった移動手段の

TTBトリップ累積比率は，15分圏において全て50％

を超えており，30分圏では全て80%を超えている．

30 分以降は TTB トリップ累積比率の伸びが頭打ち

となっており，多くの人は長くても 30 分程度で移

動を済ませていることが推察される． 

 

(3) 移動目的によるTTB生活圏の活動実態 

5.(3)では移動目的により移動時間が変化することを想

定し，移動目的別・生活圏別の TTB トリップ累積比率

の推移を算出する．表-2にも示す通り，TTBトリップ累

積比率を算出するにあたっては，X 分圏内トリップを各

私事別のトリップで集計し，基準総トリップは各私事別

の総私事トリップ数とした．図-3においては， TTBトリ

ップ累積比率の推移を，表-1 で示した 19 種の移動目的

別に表した．なお，これら移動目的別の総トリップ数は

表-3に示している．以下に考察を記載する 

1) 他者の送り迎えや日用品の買い物といった日常的な

活動に比べ，日用品以外の買い物・文化活動・食

事・社交等には時間をかけて移動していることが分

かる．当然のことながら観光・行楽・レジャーは格

段に時間をかけて移動していることが明らかとなっ

た． 

2) 移動目的によってばらつきはあるものの，観光・行

楽・レジャーを除く全て活動において 30 分圏で

TTBトリップ累積比率は 60%以上に達しており，日

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

鉄道バス自動車

自転車

徒歩

バイク

TTBトリップ累積比率

TTB生活圏（自宅からの所用時間に基づく生活圏）

100万～300万トリップ未満 10万トリップ未満

10万～100万トリップ未満

※いずれも拡大後

300万トリップ以上

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

70.0%

80.0%

90.0%

100.0%

日用品の買物へ 日用品以外の買物へ

その他の私用へ デイサービスへ

観光・行楽・レジャーへ 散歩・ジョギング・運動へ

塾・習い事・学習へ 食事・社交へ

他者の送り迎え 他者の用事のつきそい

地域活動・ボランティアへ 通院・リハビリへ

文化活動へ

TTBトリップ累積比率

日用品の
買物へ

食事・社交へ

文化活動へ

日用品以外の買物へ

観光・行楽
レジャーへ

他者の送り迎え

TTB生活圏（自宅からの所用時間に基づく生活圏）

100万トリップ以上

50万トリップ未満

50万～100万トリップ未満

※いずれも拡大後
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用品の買い物は 80%以上の値を示している．それ以

降のTTBトリップ累積比率はいずれの活動において

も漸増しているにとどまり，30分圏というのが多く

の私事活動における活動生活圏であることが示唆さ

れる． 

 

(4) 徒歩移動時の移動目的別TTB生活圏の拡がり 

5.(3)では全ての移動手段を対象とし，移動目的別の

TTBトリップ累積比率を算出したが，5.(4)では15分都市

を念頭においた「徒歩で生活できるまち」という本稿の

論旨に立ち戻り，移動手段として徒歩のみに着目した場

合の，移動目的別・生活圏別の TTB トリップ累積比率

の推移を算出する．TTBトリップ累積比率を算出するに

あたっては徒歩による移動の位置づけを把握するという

観点から，基準総トリップは各移動目的別の総トリップ

数とした．そのため移動目的によって累積比率の到達値

は変化する．5.(3)では様々な移動手段が混在していたも

のの，5.(4)では移動手段が徒歩に限られることから，移

動時間により定められるX分圏の拡がりは，実際の空間

的な拡がりとおおむね一致すると考えられる．図-4にお

いては，各生活圏と TTB トリップ累積比率の関係性を

移動目的別に示している．なお，徒歩による移動目的別

の総トリップ数は表-3に示すとおりである．以下に考察

を記載する． 

1) 移動手段を徒歩に絞った結果，TTBトリップ累積比

率の推移は5.(3)とはやや異なった傾向となっている．

図-4からは徒歩移動の場合，日用品の買い物が最も

近傍で行われやすい活動であることが読み取れる．

一方でデイサービスはそもそも徒歩で移動できない

層の利用が多いからか，徒歩圏での移動は少なかっ

た． 

2) 徒歩移動の場合これまでと同様，多くの活動で 30

分圏以降のTTBトリップ累積比率の伸びは低調であ

るが，それ以前に 15 分圏以降の伸びも大きくはな

い．散歩・ジョギング・運動といった目的の移動は

大きく伸び，日用品の買い物目的の移動もやや伸び

ているものの，それ以外の活動に関しては顕著な伸

びを示していない．こうしたことから，徒歩移動の

場合，多くの活動に関しては 15 分圏が重要となる

可能性がある． 

3) 今後我が国において 15 分都市のような，徒歩移動

を中心とした生活圏形成に関する政策的検討が進ん

だ場合，身近な生活圏に誘導するべき都市施設に関

する議論が生じると考えられる．交通行動実態とい

う観点からは，単にトリップ数が多い移動目的種に

着目するだけではなく，TTBトリップ累積比率が高

くなりやすい活動に着目することで，量的なトリッ 

 

図-4 徒歩移動時の目的別TTBトリップ累積比率の変化 

 

プニーズは小さいものの，近接性が求められる施設

を把握することができると考えられる． 

 
 
6. 徒歩による私事活動割合の地域間比較 

 

(1) 分析概要・分析手順 

5.においては東京 PT 対象地域全域のトリップを用い

た分析を行い，徒歩移動時に 15 分圏・30 分圏が重要な

生活圏設定基準となることが示された．6.では，東京PT

において地区計画の最小単位として設定された小ゾーン

に着目し，私事活動がどの程度徒歩移動によって実現さ

れているのかという割合を地域間で比較する．そのため

に，徒歩 15分圏・30分圏における TTBトリップ累積比

率を示す．表-4にも示すように，6.ではTTBトリップ累

積比率を算出するにあたり，徒歩による小ゾーン単位の

トリップ数を確保するため，全私事を統合してX分圏内

トリップを集計しており，ゾーン内での徒歩移動の位置

づけを把握するという観点からも，基準総トリップは各

小ゾーンの総私事トリップ数とした．ただし，徒歩の総

私事トリップが 10 トリップに満たなかった小ゾーンは

分析対象外としている．なお，自宅と目的地の所用時間

を算出する観点から，自宅発の移動所用時間が付与され 
 

0.0%

5.0%

10.0%

15.0%

20.0%

25.0%

30.0%

35.0%

40.0%

45.0%

50.0%

日用品の買物へ 日用品以外の買物へ

その他の私用へ デイサービスへ

観光・行楽・レジャーへ 散歩・ジョギング・運動へ

塾・習い事・学習へ 食事・社交へ

他者の送り迎え 他者の用事のつきそい

地域活動・ボランティアへ 通院・リハビリへ

文化活動へ

TTBトリップ累積比率（目的別徒歩トリップ／目的別総トリップ）

日用品の買物へ

散歩・ジョギング
運動へ

デイサービスへ

TTB生活圏（自宅からの所用時間に基づく生活圏）

50万トリップ以上

10万トリップ未満

10万～50万トリップ未満

※いずれも拡大後
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表-4 本章におけるTTBトリップ累積比率算出法 

 
 

 
図-5 徒歩15分圏における私事・TTBトリップ累積比率 

 

 

図-6 徒歩30分圏における私事・TTBトリップ累積比率 

 

たトリップに着目して分析を行う． 

 

(2) 徒歩・私事の地域間活動実態比較 

 前節で示した分析手順に沿い，図-5・図-6において，

15 分圏・30 分圏の各区分から徒歩による全私事の TTB

トリップ累積比率を示した．以下考察を示す． 

1) 15分圏・30分圏ともに，郊外に行くほど徒歩圏での

TTBトリップ累積比率は低下する．これはそもそも

徒歩による交通分担率が低いという理由や，施設密

度が低いため徒歩移動にも時間がかかるという事情

が考えられる． 

2) 15 分圏に比べ，30 分圏では TTB トリップ累積比率

が全体として上昇しているものの，15分圏の時点で

TTBトリップ累積比率が 60%以上となっている地域

が 2 か所みられる．1 つは渋谷駅近く，宇田川町エ

リアの小ゾーンであり，もう 1つは相模原市・橋本

駅前の小ゾーンである．いずれも駅に至近のゾーン

であり，橋本駅前にはイオン橋本店やミウィ橋本と

いった大型複合商業施設がそろっていることから，

TTBトリップ累積比率が高くなっていることが考え

られる． 

3) 30 分圏においては TTB トリップ累積比率が 60%を

超える小ゾーンが複数みられるようになる．例えば

池袋駅から大塚駅周辺にかけての小ゾーンや，船橋

駅前の小ゾーン，神奈川県・大和市の大和駅前を含

む小ゾーンなどである．TTB トリップ累積比率が

40％を超える小ゾーンに着目しても，複数路線が乗

り入れる鉄道駅前であることが多く，駅前の商業集

積が充実している地域ほど徒歩による生活が実現さ

れていることが示唆される． 
 

7. 結論と発展可能性 

 

本研究では 15 分都市を念頭に「徒歩で生活できるま

ち」の実現に向けた参考情報を提示するため，東京 PT

の交通行動データを用いて人々の活動実態を TTB 生活

圏別に分析するとともに，徒歩による私事活動が行われ

ている地域の比較を行った．まず本研究では，移動時間

に基づいた生活圏として「TTB生活圏」を提唱し，移動

目的・移動手段とTTB生活圏の関係性を「TTBトリップ

累積比率」により可変的に把握した．これは，X 分圏内

におけるトリップが基準となる総トリップに占める割合

のことを示しており，この TTB トリップ累積比率を用

いて分析を行った．以下本研究における成果と発展可能

性を示す． 

1) 移動目的・移動手段とTTB生活圏の関係性を分析し

た結果，TTB トリップ累積比率は 30 分圏以降，漸

増するにとどまる傾向がみられ，徒歩圏においては

15分圏以降漸増傾向に留まる活動も多く見られた．

こうしたことから，徒歩を含めた多くの移動目的・

移動手段における生活圏設定においては 15 分圏・

30分圏が重要であることが推察される． 

2) 徒歩による私事トリップのTTBトリップ累積比率を

TTBトリップ累積比率＝X分圏内トリップ／基準総トリップ×100

X分圏内トリップ
基準総トリップ

移動目的 移動手段

6.(2)における
集計対象トリップ

全私事を
統合して集計

移動手段を
徒歩のみで集計

小ゾーンにおける
総私事トリップ数

自宅発であり移動時間が付与されたトリップに着目
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東京 PT の小ゾーン単位で比較すると，東京中心部

から同心円状に地域差があったものの，郊外部にお

いても駅前に商業集積がある地域ではTTBトリップ

累積比率が高まっていることが明らかとなった． 

3) TTBトリップ累積比率を活用することにより，単に

トリップの総量という観点から実態把握をするにと

どまらず，居住地近傍で行われやすい活動を明らか

にすることができた． 

4) 本研究では人々の移動実態に関して，その把握を行

ったものの近年注目されつつある「ウォーカビリテ

ィ」における評価指標との比較検討が必要である．

施設アクセシビリティで規定されるウォーカビリテ

ィ指標がどの程度，徒歩移動実態と整合しているの

かを把握する必要がある． 

5) 本研究では移動分数に着目したことで，空間的な生

活圏の拡がりを十分議論するには至っていない．東

京 PT においては空間的な拡がりを把握する上でデ

ータ上の制約が多いものの，今後移動時間と移動距

離の関係性をつぶさに分析することにより，活動生

活圏の拡がりを移動時間・移動距離の両面から示す

ことが可能となる． 

6) 本研究では，とりわけ徒歩移動に注目して活動生活

圏に関する議論を行ったが，各地域・各生活圏にお

ける，徒歩移動の相対的な位置づけを把握するため

には，その他の移動手段にも着目しながらTTBトリ

ップ累積比率を明らかにする必要がある．特に自転

車移動は徒歩移動を補完する重要な移動手段である

ため，徒歩・自転車による活動実態を一体的に検討

する必要がある． 
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